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○○施設の管理に関する基本協定書 
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（趣旨） 

 小矢部市（以下「甲」という。）と○○（以下「乙」という。） は、○○施設

（以下「本施設」という。）の管理について、〇〇条例（以下「施設条例」とい

う。）第〇条第〇項の規定に基づき乙が行うに当たり、次のとおり基本協定（以

下「本協定」という。）を締結する。 

（目的） 

第１条 この基本協定は、甲及び乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管

理するために必要な事項を定めることを目的とする。 

（信義則） 

第２条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に基本協定を履行しなければならない。 

（基本協定以外の規定の適用関係） 

第３条 基本協定書（第６条第２項の管理業務仕様書を含む。以下この条におい

て同じ。）、年度別協定書、募集要項並びに事業計画書及び収支計画書（募集要

項に規定する様式第２号及び様式第３号をいう。以下同じ。）の規定の間に矛

盾又は食違いがある場合、基本協定書、年度別協定書、募集要項、事業計画書

及び収支計画書の順に、その解釈が優先するものとする。 

２ 前項の規定に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定め

るものとする。 

（施設の管理） 

第４条 甲は、乙を地方自治法（昭和 22年法律第 67号）（以下「法」という。）

第 244 条の 2 に規定する指定管理者として指定し、本施設の管理を行わせる

ものとする。 

（指定期間等） 

第５条 甲が乙を指定管理者として指定する期間は、令和 年 月 日から令

和 年 月 日までとする。 

２ 乙が行う業務（以下「管理業務」という。）に係る会計年度は、毎年４月１

日から翌年３月 31日までとする。 

（管理業務の範囲） 

第６条 管理業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 本施設の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(2) 本施設の利用の承認に関する業務 

(3) 本施設の利用料金の徴収に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、別紙○「管理業務仕様書」に定めるとおり

とする。 

（管理業務からの除外） 
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第７条 次の各号に掲げる業務については、前条の管理業務の範囲に含めない

ものとする。 

(1) 使用料の減免の決定 

(2) 使用料の滞納処分 

(3) 本施設を利用する権利に関する処分についての不服申立てに対する決定 

(4) 本施設の目的外使用許可 

(5) 前各号のほか法令により甲が行うべきものとされている業務 

（管理業務からの除外）   利用料金の場合 

第７条 次の各号に掲げる業務については、前条の管理業務の範囲に含めな

いものとする。 

(1) 利用料金の徴収を免れた場合に過料を科すこと 

(2) 利用料金の滞納処分 

(3) 本施設を利用する権利に関する処分についての不服申立てに対する決定 

(4) 本施設の目的外使用許可 

(5) 前各号のほか法令により甲が行うべきものとされている業務 

（自主事業） 

第８条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、管理業務の実施を妨げない範

囲において、自主事業を自己の責任及び費用負担において実施することがで

きる。 

２ 乙は、自主事業を実施する場合、甲に対し翌年度の自主事業計画書を提出し、

予め甲の承認を受けるものとする。この場合、甲は、自主事業について承認の

前提としてその実施条件を定めることができる。 

（再委託等の禁止） 

第９条 乙は、管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせては

ならない。ただし、事前に甲の書面による承諾を受けたときは、管理業務及び

自主事業の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。 

２ 前項の規定により乙が管理業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべ

て乙の責任において行うこととし、管理業務に関して乙が使用する第三者の

責めに帰すべき事由により生じた損害及び追加費用は、すべて乙の負担とす

る。 

（関係法令等の遵守） 

第 10条 乙は、本協定によるほか、条例及び施行規則並びに甲の定める規程そ

の他関係法令の定めるところにより、管理業務を実施しなければならない。 

２ 乙は、労働基準法等の関係法令を遵守し、管理業務に従事する従業員の労働
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条件、給与等に配慮しなければならない。 

（指定管理料） 

第 11条 甲は、管理業務実施の対価（以下「指定管理料」という。）を乙に支払

うものとする。 

２ 甲が乙に支払う指定管理料の詳細については、甲乙協議のうえ、別に締結す

る年度別協定書に定めるものとする。 

３ 乙は、指定管理料を管理業務に要する経費以外に使用してはならない。 

（指定管理料の支払い） 毎年度２回支払の場合 

第 12条 乙は、次に掲げる区分に従い、指定管理料を請求するものとする。 

請求月 ４月 10月 

請求額 年度の指定管理料の50％ 年度の指定管理料の50％ 

２ 甲は、前項の規定による請求を受けた日から 30日以内に、乙に対して指

定管理料を支払うものとする。 

３ 甲が特別な事情があると認めるときは、第１項の規定にかかわらず、甲乙

協議の上、乙は指定管理料を請求することができる。 

 

（指定管理料の支払い） 毎年度４回支払の場合 

第 12条 乙は、次に掲げる区分に従い、指定管理料を請求するものとする。 

請求月 ４月 ７月 10月 翌年１月 

請求額 年度の指定管

理料の四半期

相当額 

年度の指定管

理料の四半期

相当額 

年度の指定管

理料の四半期

相当額 

年度の指定管

理料の四半期

相当額 

２ 甲は、前項の規定による請求を受けた日から 30日以内に、乙に対して指

定管理料を支払うものとする。 

３ 甲が特別な事情があると認めるときは、第１項の規定にかかわらず、甲乙

協議の上、乙は指定管理料を請求することができる。 

（指定管理料の変更） 

第 13条 甲又は乙は、指定期間中に管理業務の内容、租税、物価等の変更によ

り当初合意された指定管理料の変更が必要であると認められるときは、甲又

は乙は指定管理料の変更を申し出ることができる。 

２ 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

（利用料金） 
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第 14条 乙は、施設条例第〇条の規定により、本施設の利用に係る料金（以下

「利用料金」という。）を乙の収入として収受する。 

２ 利用料金は、乙が、施設条例第〇条に規定する利用料金の範囲内において、

甲の承認を得て定めるものとする。 

３ 乙は施設条例第〇条の規定に基づき、利用料金の全部又は一部を免除する

ことができる。 

（口座の管理及び経理の区分) 

第 15条 乙は、指定管理料及び利用料金による収入について、乙の他の口座と

は別の口座で管理するとともに、管理業務の経理について、乙の他の業務に係

る経理と区分して整理するものとする。 

（施設の修繕等） 

第 16条 乙は、本施設の修繕について、あらかじめ甲と協議したうえで、別途

「年度別協定書」に定める金額の範囲内で行うものとする。ただし、甲が特に

必要と認めた場合は、この限りでない。 

２ 大規模な修繕又は落雷、台風その他の天災が原因により生じた維持修繕に

係る費用は、甲が負担するものとする。 

３ 修繕に係る費用に過不足が生じた場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める期日（指定期間中に本施設の指定を取り消されたときは、その

取り消された日後甲が指定する期日）までに精算するものとする。 

(1) 令和 年４月１日から令和 年３月 31 日までの支払分 令和 年４月

30日 

(2) 令和 年４月１日から令和 年３月 31 日までの支払分 令和 年４月

30日 

(3) 令和 年４月１日から令和 年３月 31 日までの支払分 令和 年４月

30日 

（個人情報の保護） 

第 17条 乙は、本施設の管理業務の実施に際し、別に定める「個人情報取扱事

務特記事項」を遵守し、個人情報を適正に管理しなければならない。 

（秘密保持等） 

第 18条 乙の経営に事実上参加している者及び従業員並びにこれらの者であっ

た者は、管理業務に関し知りえた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために

利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定期間の満了若しくは

指定が取り消された後においても、同様とする。 

２ 乙は、乙の従業員に対し、管理業務に従事する期間及び従事しないこととな

った以後の期間において、管理業務に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、

又は自己の利益のために使用しないよう、必要な措置を講じなければならな

定型文掲載の「【協定書別記】個人情報取扱事務」を本協定の最後に添付し一体のものと

して製本する。 
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い。 

（情報の公開） 

第 19 条 乙は、小矢部市情報公開条例第 24 条の規定により、本施設の管理に

関する情報の公開に努めなければならない。 

（事故報告） 

第 20条 乙は、本施設の管理時において、事故、事件等が発生したときは、直

ちに甲に通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって報告し、甲の指

示に従わなければならない。 

（災害時の対応） 

第 21条 乙は、甲が災害対策を目的として本施設を使用する必要があると認め

る場合、甲の指示に従いこれに協力するものとする。 

（備品の提供） 

第 22条 甲は、別紙２に示す備品等（以下「備品等」という。）を無償で乙に貸

与する。 

２ 乙は、指定期間中、備品等を常に良好な状態に保たなければならない。 

３ 経年劣化又は乙の責めによらない事由による滅失・段損等により備品等を

管理業務に供することができなくなった場合、甲は乙との協議に基づき、管理

業務に必要と認められる範囲で当該備品等を購入又は調達し、乙に無償で貸

与するものとする。 

４ 乙は、故意又は過失により備品等をき損又は滅失したときは、甲との協議に

より、甲に対してこれを弁償又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び

価値を有するものを購入又は調達するとともに、購入又は調達したものを速

やかに甲へ書面をもって報告しなければならない。 

（備品の帰属等） 

第 23条 乙が指定管理料又は前条第４項により購入又は調達した備品等は、甲

の所有に属するものとする。 

２ 乙は、自己の費用負担により管理業務に必要な備品類を購入又は調達する

ことができる。この場合、購入又は調達した備品類の所有権は乙に帰属するも

のとする。 

（事業計画書の提出） 

第 24 条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに、翌年度の管理業務について、

甲が定めた様式による事業計画書及び収支計画書を提出し、甲の承認を得な

ければならない。 

２ 乙は、前項に定める事業計画書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければ

ならない。 

(1) 職員体制表、業務従事者名簿 
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(2) 非常災害時連絡体制表 

(3) 前２号のほか、甲が必要と認める書類 

３ 乙は、事業計画書に基づき、計画的に管理業務を行わなければならない。 

４ 乙は、前項の事業計画書を提出した後に、計画を変更する必要が生じた場合

は、甲と協議のうえ、必要に応じて変更後の事業計画書を提出するものとする。 

（事業報告書） 

第 25条 乙は、小矢部市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条

例（以下「手続条例」という。）第７条の規定により、毎年５月末までに、前

年度の管理業務について、甲が定めた様式により次の各号に掲げる事項を記

載した事業報告書に乙の経営状況に関する書類を添えて甲に提出しなければ

ならない。 

(1) 管理業務の実施状況に関する事項 

(2) 本施設の利用状況に関する事項 

(3) 管理業務の収入実績に関する事項 

(4) 管理業務に係る経費状況に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 甲が、年度途中において本施設の指定を取り消したときは、その取り消され

た日から 30日以内に当該年度の取り消された日までの間の事業報告書を提出

しなければならない。 

（四半期毎の報告） 

第 26条 乙は、毎年度甲が指定した期日までに、四半期毎の報告書を甲に提出

しなければならない。 

２ 前条第１項第１号から第４号までの規定は、前項の報告書についても適用

する。 

（業務実施状況の調査等） 

第 27条 甲は、前３条の規定により提出された事業計画書及び事業報告書等の

内容を審査し、乙に対して、必要な指示をすることができる。 

２ 甲は、本施設の管理運営の適正を期するため、前条に定める報告書等の確認

のほか、乙に対し、管理業務及び経営状況等に関し定期に又は必要に応じて、

報告又は関係書類・帳簿等の提出を求め、実地について調査し、又は必要な指

示をすることができる。 

（監査への対応） 

第 28条 乙は、法第 199条第７項の規定により、監査委員が監査を行う場合は、

それに応じなければならない。 

（業務の改善勧告） 

第 29条 前２条による調査等及び監査の結果、乙による管理業務が適正と認め



7 

られない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。 

２ 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、直ちにそれに応じなければな

らない。 

（損害賠償等） 

第 30条 乙は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、そ

れによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事

情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができる。 

（第三者への賠償） 

第 31条 管理業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生

じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の

責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場

合は、その限りではない。 

２ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対し

て賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費

用を求償することができるものとする。 

（保険）  

第 32条 管理業務の実施に当たり、甲が付保しなければならない保険は、次の

とおりとする。 

(1) 建物総合損害共済（火災、風災、水災、落雷、破裂、爆発等）  

(2) 市長会総合賠償補償保険（市の施設の欠陥や業務に対する対人、対物保

険）  

２ 乙は、管理業務の実施に当たり、次の表に掲げる要件を満たす指定管理者特

約条項等を付帯した施設賠償責任保険（本業務の実施における対人・対物保険

をいう。）に加入しなければならない。 

身体賠償 
１名につき    １億円 

１事故につき   10億円 

財物賠償 １事故につき  2,000万円 

３ 乙は、前項の他、自己の判断により必要な保険に加入できるものとする。 

（不可抗力によって発生した費用等の負担） 

第 33条 地震、台風等の自然災害及び騒乱、テロ等の人災、その他の不可抗力

により生じた管理業務の変更、中止若しくは延期に伴う損害又は損失が発生

した場合、甲乙協議の上費用等の負担を定める。 

（乙による指定の取消しの申出） 

第 34条 乙は、次の各号のいずれかに該当すると甲が認めたときは、甲に対し

て指定の取り消しを申し出ることができるものとする。この場合において、甲

に損害、損失等が生じても、乙はその賠償の責めを負わない。 



8 

(1) 甲がこの本協定の内容を履行せず、又はこれに違反したとき。 

(2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。 

（甲による指定の取消し等） 

第 35条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、乙に対し、

その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命

ずることができる。この場合において、乙に損害、損失等が生じても、甲はそ

の賠償の責めを負わない。 

(1) 倒産又は解散したとき。 

(2) 法第 244条の２第 10項の規定による報告の要求又は調査に対して、これ

に応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは正当な理由なく報告等を拒んだと

き。 

(3) 法第 244条の２第 10項の規定による実地調査又は必要な指示に従わない

とき。 

(4) 本協定の内容を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる

とき。 

(5) 管理業務の遂行に関し、関係法令、条例、規則又は本協定の条項に違反す

る行為があったとき。 

(6) 本施設の募集要項に明示した申請の資格を失ったとき。 

(7) 指定管理者の指定の申請の際に提出した書類の内容等に虚偽があると判

明したとき。 

(8) 本施設の管理業務の実施に際し、不正行為があったとき。 

(9) 本施設の管理業務の内容や水準が低下して管理業務を継続することが適

当でないと認められるとき。 

(10) 経営状況の著しい悪化等により管理運営業務に重大な支障が生じたと

き又は生じるおそれがあると認められるとき。 

(11) 甲と小矢部警察署が締結した「公の施設の管理の業務からの暴力団排除

に関する合意書」（以下「合意書」という。）の１に掲げる事項のいずれかに

該当すると認められたとき。 

(12) 自らの責に帰すべき事由により、甲に対し指定解除の申出をしたとき。 

(13) その他指定管理者として管理業務を行わせることが適当でないと認め

られるとき。 

２ 前項各号の規定により甲が指定管理者の指定を取り消したときは、乙は、既

に受領した指定管理料を甲に返還しなければならない。ただし、指定期間の中

途において指定の取消しをしたときは、甲乙協議の上返還額を算出するもの

とする。 

３ 乙が、この協定書に定める条項に違反した場合であって、指定を解除するま
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でに至らなかったときにおいて、甲は、乙に支払うべき指定管理料を減額して

支払うことができる。この場合において、甲に損害が生じたときは、乙は、そ

の損害を賠償しなければならない。 

（業務の引継ぎ等） 

第 36条 乙は、その指定期間が満了し、又は指定を取り消されたときは、本施

設の運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、甲及び甲が指定するものに対し

て管理業務の引継ぎを実施しなければならない。 

（原状回復義務） 

第 37 条 乙は、指定期間の満了又は第 35 条の規定による指定取消し等により

本協定が終了する日までに、指定開始日を基準として本施設を原状に回復し、

甲に対して本施設及び備品を明け渡さなければならない。ただし、甲が通常の

使用における経年劣化及び原状回復を要しないと認めた場合は、この限りで

ない。 

（暴力団の排除） 

第 38条 乙は、第 35条第 1項第 11号の合意書の趣旨を十分に理解し、適正に

管理業務を行わなければならない。 

２ 乙は、小矢部市暴力団排除条例（平成 24年小矢部市条例第１号）第７条の

規定に基づき、適正に管理業務を行わなければならない。 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第 39条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しく

は承継させ、又は権利を担保に供してはならない。ただし、事前に甲の書面に

よる承諾を得た場合は、この限りではない。 

（名称等の変更の届出） 

第 40条 乙は、手続条例第 11条の規定により、その名称、代表者の氏名又は主

たる事務所の所在地の変更があったときは、遅滞なく、その旨を甲に届け出な

ければならない。 

（協定の変更） 

第 41条 管理業務に関し事情が著しく変更したとき又は特別な事情が生じたと

きは、甲乙協議のうえ、本協定を変更することができる。 

（疑義についての協議） 

第 42条 本協定に関し疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項について

は、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。 

（管轄裁判所） 県外の事業者の場合 

第 43条 この協定に関する訴訟の提起は、甲の所在地を管轄する裁判所に

行うものとする。 

 本協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者が記名押印のうえ、

合意書は、募集の際に市ホームページに掲載して周知する。（非公募の場合郵送） 
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各自１通を保有するものとする。 


